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次
の
第
57
号
議
案
か
ら
第
59
号
議
案
に

つ
い
て
は
、
市
庁
舎
整
備
事
業
に
か
か
る

議
案
で
あ
り
、
関
連
が
あ
る
た
め
一
括
し

て
審
査
を
し
て
お
り
ま
す
。

●
第
57
号　

建
設
工
事
請
負
契
約
の
一

部
変
更
に
つ
い
て
（
庁
舎
建
設
：
建
築

主
体
）
【
否
決
】

本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
議
案
等
に
つ

い
て
、
総
務
委
員
会
・
産
業
建
設
委
員
会
・

教
育
厚
生
委
員
会
・
予
算
審
査
特
別
委

員
会
及
び
懲
罰
特
別
委
員
会
を
開
き
、

審
査
等
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概

要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
【
可
決
・
否
決
】

に
つ
い
て
は
、
委
員
会
で
の
審
査
結
果

で
す
。
（
議
決
結
果
は
２
頁
に
掲
載
）

な
お
、
各
議
案
の
内
容
（
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
）
に
つ
い
て
は
、
一
部
掲
載
で
す
。

　
　
　
　
　

●
第
51
号　

島
原
市
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

　
　
　

Ｑ
現
団
員
で
成
年
被
後
見
人
の
対
象
者
は

い
る
の
か
。

Ａ
団
員
に
な
る
場
合
は
、
各
分
団
か
ら
推

薦
を
受
け
市
長
の
承
認
を
得
て
団
長
が
任

命
す
る
が
、
現
在
、
該
当
者
は
い
な
い
。

　
　

こ
の
度
の
文
化
財
（
島
原
城
外
廓
櫓

台
石
垣
）
消
失
の
評
価
と
反
省
点
は
。

　
　

島
原
市
教
育
委
員
会
の
不
手
際
。
深

く
お
詫
び
。
社
会
教
育
課
職
員
の
資
質
、

職
員
同
士
の
連
携
が
欠
け
て
い
た
。

　
　

専
門
学
芸
員
数
の
状
況
。
隣
市
と
比

較
し
て
ど
う
か
。 

　
　

島
原
市
は
現
在
３
名
。
も
と
も
と
４

名
だ
っ
た
の
で
、
現
在
、
募
集
中
。
雲
仙

市
は
４
名
、
南
島
原
市
は
９
名
。　

　
　

専
門
に
任
せ
き
り
で
過
重
労
働
に

な
っ
て
い
な
い
か
。
「
文
化
課
（
文
化
財

課
）
」
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

　
　

過
重
労
働
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

島
原
市
文
化
財
保
護
審
議
会
か
ら
も
、
組

織
構
造
に
問
題
あ
り
と
し
て
、
「
文
化
財

課
」
の
必
要
性
を
言
わ
れ
て
い
る
。
検
討

し
た
い
。

　
　

こ
の
度
の
追
加
工
事
議
案
で
、
議
場

と
傍
聴
席
の
間
に
透
明
パ
ネ
ル
４
０
０
万

円
の
設
置
が
提
案
さ
れ
た
。
議
会
側
か
ら

そ
の
よ
う
な
要
望
は
し
て
い
な
い
。

　
　

議
席
と
傍
聴
席
が
接
近
し
て
い
る
た

め
、（
床
面
）
高
さ
確
保
の
要
望
は
あ
っ
た
。

公
正
な
審
議
を
保
つ
た
め
、
ま
た
、
落
下

転
倒
防
止
の
観
点
か
ら
ガ
ラ
ス
パ
ネ
ル
の

設
置
と
な
っ
た
。

　
　

今
さ
ら
、
市
民
と
議
会
を
隔
て
る
よ

う
な
こ
と
を
や
る
時
代
で
す
か
？

（
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
型
車
椅
子
に
も
対
応

で
き
る
理
想
的
な
ト
イ
レ
な
ど
）
時
代
を

先
取
り
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
よ
。

　
　

充
分
検
討
し
て
き
た
。
も
う
完
成
を

待
つ
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

◇
文
化
会
館
存
続
問
題

◇
湧
く
わ
く
商
品
券
問
題

◇
町
内
会
（
自
治
会
）
加
入
促
進

A Q

Q

 『
文
化
課
』
の
設
置
を
！

A

A Q

 

市
役
所
問
題

バラの会

まつさか　まさお

松坂 昌應 議員

 

総    

務  

委
員
会

委
員
会
活
動
報
告

 

審
査
件
数
６
件

pick up

島
原
市
消
防
団
員
の
欠
格
条
項
か
ら

成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
を
削

除
す
る

pick up

契
約
金
額
の
変
更

現
契
約
額

　

29
億
６
７
６
０
万
９
９
６
０
円

（
１
９
７
６
万
４
８
０
０
円
増
）

変
更
後
の
額

　

29
億
８
７
３
７
万
４
７
６
０
円

　
　
☟

A Q A Q

新庁舎本体建設工事の様子
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●
第
58
号　

建
設
工
事
請
負
契
約
の
一

部
変
更
に
つ
い
て
（
庁
舎
建
設
：
電
気

設
備
）
【
可
決
】

●
第
59
号　

建
設
工
事
請
負
契
約
の
一

部
変
更
に
つ
い
て
（
庁
舎
建
設
：
空
調

設
備
）
【
可
決
】

Ｑ
建
築
主
体
工
事
の
約
７
３
０
万
円
増
額

の
内
訳
は
。

Ａ
電
気
を
使
わ
な
い
自
動
ド
ア
へ
の
変
更

に
約
２
０
０
万
円
、
議
場
傍
聴
席
転
落
防

止
パ
ネ
ル
の
追
加
に
約
４
０
０
万
円
、
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
等
の
仕
上
げ
の
変
更

な
ど
が
約
１
３
０
万
円
で
あ
る
。

Ｑ
議
場
傍
聴
席
の
最
前
列
は
記
者
席
だ
が

ど
こ
の
部
分
か
ら
の
転
落
防
止
な
の
か
。

Ａ
記
者
席
に
は
約
45
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

テ
ー
ブ
ル
が
付
い
て
い
る
が
、
最
前
列
の

両
脇
、
記
者
席
の
両
隣
の
ス
ペ
ー
ス
は
、

障
が
い
者
、
車
椅
子
の
方
で
も
行
け
る
よ

う
テ
ー
ブ
ル
は
な
く
、
腰
壁
に
接
し
て
い

る
。
そ
の
部
分
の
転
落
防
止
で
あ
る
。

●
請
願
第
３
号　

「
核
兵
器
禁
止
条
約
」

に
関
す
る
請
願
【
不
採
択
】

【
反
対
討
論
】
日
本
が
核
の
傘
下
に
あ
る

と
い
う
部
分
で
、
国
と
し
て
は
こ
の
条
約

に
は
署
名
で
き
な
い
状
況
だ
と
判
断
し
て

い
る
。

【
賛
成
討
論
】
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
、

日
本
が
き
ち
ん
と
し
た
姿
勢
を
出
し
て
い

か
な
い
と
、
こ
の
こ
と
は
前
に
進
ま
な

い
。
被
爆
県
の
中
の
一
自
治
体
と
し
て
、

国
に
対
し
て
求
め
て
い
き
た
い
。

●
請
願
第
４
号　

国
に
対
し
「
２
０
１
９

年
10
月
か
ら
の
消
費
税
率
10
％
へ
の
引

き
上
げ
中
止
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提

出
を
求
め
る
請
願
【
不
採
択
】

Ｑ
今
回
の
増
税
は
、
医
療
、
介
護
、
年
金

の
ほ
か
、
子
育
て
に
も
対
応
し
て
い
く
と

な
っ
て
い
る
。
増
税
し
な
い
場
合
は
、
財

源
を
ど
こ
か
ら
見
つ
け
て
く
る
の
か
。

Ａ
今
回
最
大
と
な
っ
た
防
衛
費
や
法
人
税

を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。
（
紹
介
議
員
答
弁
）

●
第
52
号　

島
原
市
水
道
事
業
給
水
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
を
、
５

年
に
一
度
更
新
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
法

施
行
日
の
10
月
１
日
か
ら
一
斉
に
更
新
す

る
の
か
。

Ａ
指
定
店
の
登
録
は
平
成
10
年
か
ら
始
ま

り
、
そ
の
時
の
登
録
業
者
は
38
社
で
あ
っ

た
が
、
現
在
は
市
内
66
社
、
市
外
89
社
の

計
１
５
５
社
で
あ
る
。
更
新
に
つ
い
て
は

登
録
年
に
応
じ
た
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。

●
第
63
号　

平
成
30
年
度
島
原
市
温
泉

給
湯
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

【
認
定
】

Ｑ
収
入
未
済
に
つ
い
て
、
時
効
が
成
立
し

な
い
対
応
は
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
時

効
中
断
の
条
件
は
あ
る
の
か
。

Ａ
時
効
に
な
ら
な
い
よ
う
裁
判
所
に
時
効

中
断
の
申
し
入
れ
を
し
て
い
る
。
債
権
が

あ
る
こ
と
を
本
人
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、

債
務
は
継
続
す
る
の
で
、
定
期
的
に
納
入

の
催
促
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
新
た
な
未
収
は
な
い
の
か
。
未
収
金
が

発
生
し
な
い
よ
う
な
努
力
は
し
て
い
る
の

か
。

Ａ
新
た
な
未
収
は
現
在
は
な
い
。
６
月
定

例
会
に
お
い
て
、
３
カ
月
滞
納
の
場
合
に

は
給
湯
を
停
止
す
る
と
い
う
条
例
改
正
を

行
っ
た
。

産
業
建
設  

委
員
会

 

審
査
件
数
３
件

pick up

pick up

契
約
金
額
の
変
更

現
契
約
額　
　

　

５
億
１
８
０
９
万
８
６
８
０
円

　
　
　

（
77
万
１
１
２
０
円
減
）

変
更
後
の
額

　

５
億
１
７
３
２
万
７
５
６
０
円　

　
　
☟

pick up

契
約
金
額
の
変
更

現
契
約
額　

　

３
億
８
６
５
９
万
８
９
６
０
円

　
　
　

（
40
万
８
２
４
０
円
減
）

変
更
後
の
額

　

３
億
８
６
１
９
万
７
２
０
円

　
　
☟

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定

の
更
新
に
係
る
手
数
料
を
１
件
に
つ

き
５
千
円
を
徴
収
す
る

pick up

歳
入
決
算
額　

　

１
億
３
７
８
０
万
９
０
８
５
円

歳
出
決
算
額

　

１
億
２
７
６
３
万
６
６
５
５
円

　
　
☟

繰
越
決
算
額　

　

１
０
１
７
万
２
４
３
０
円

飲泉所（しんわの泉）
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●
第
65
号　

島
原
市
水
道
事
業
会
計
剰

余
金
の
処
分
及
び
決
算
【
原
案
可
決
及

び
認
定
】

Ｑ
上
の
原
浄
水
場
及
び
安
中
配
水
池
の
耐

震
化
事
業
の
進
捗
状
況
は
。

Ａ
新
設
す
る
上
の
原
浄
水
場
に
、
白
土
湖

近
く
の
水
源
か
ら
原
水
を
送
る
管
の
布
設

を
行
っ
て
い
る
。
新
設
す
る
用
地
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
造
成
に
と
り
か
か
る
。

Ｑ
安
中
地
区
の
給
水
温
度
上
昇
改
善
の
た

め
の
放
流
は
ど
の
く
ら
い
か
。

Ａ
本
年
度
は
１
２
０
日
間
放
流
し
た
が
、

放
流
総
量
は
約
２
万
８
０
０
０
ト
ン
で
あ

る
。
上
の
原
浄
水
場
か
ら
新
設
す
る
安
中

配
水
池
に
送
り
込
む
計
画
を
し
て
い
る
。

●
第
53
号　

島
原
市
災
害
弔
慰
金
の
支

給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
こ
の
制
度
の
活
用
状
況
は
。

Ａ
災
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

災
害
救
助
法
の
指
定
を
受
け
た
区
域
が
、

該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
市
で
は
、
雲

仙
・
普
賢
岳
噴
火
災
害
の
と
き
に
、
災
害

援
護
資
金
を
支
給
し
た
経
緯
が
あ
る
。

●
第
54
号　

島
原
市
保
育
所
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う
法

律
等
の
改
正
で
本
市
の
負
担
額
は
。

Ａ
来
年
度
に
お
い
て
は
、
負
担
割
合
が
従

来
の
よ
う
に
国
が
２
分
の
１
、
県
・
市
が

各
４
分
の
１
と
な
る
た
め
、
市
の
負
担
が

７
８
０
０
万
円
程
度
、
軽
く
な
る
。

Ｑ
三
会
保
育
園
以
外
の
市
内
の
園
の
児
童

の
保
育
料
の
無
償
化
の
法
的
根
拠
は
。

Ａ
私
立
保
育
所
と
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い

て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
が
法
的

根
拠
と
な
る
。

●
第
55
号　

島
原
市
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
可
決
】

Ｑ
対
象
と
な
る
家
庭
的
保
育
事
業
者
は
現

在
は
い
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
今
後
は
。

Ａ
こ
の
事
業
は
待
機
児
童
が
多
い
自
治
体

の
保
育
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
制
度
で
あ

り
、
本
市
で
は
待
機
児
童
が
い
な
い
の

で
、
今
後
に
つ
い
て
も
認
可
の
可
能
性
は

ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で
あ
る
。

●
第
56
号 

島
原
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
食
事
の
提
供
に
関
す
る
費
用
の
取
り
扱

い
の
変
更
な
の
か
。

Ａ
保
育
認
定
の
３
歳
以
上
の
副
食
費
を
新

た
に
徴
収
す
る
た
め
の
改
正
で
あ
る
。

※
島
原
市
で
は
、
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
の

副
食
費
に
つ
い
て
４
５
０
０
円
を
上
限
と

し
て
補
助
し
ま
す
。
（
13
ペ
ー
ジ
の
上
段

に
掲
載
）

給食を楽しむ清華こども園の園児

pick up

収
益
的
収
入　

　

８
億
４
５
５
３
万
９
１
１
円

収
益
的
支
出

　

６
億
８
６
４
６
万
８
６
８
６
円

　
　
☟

差
引　

　

１
億
５
９
０
６
万
２
２
２
５
円

資
本
的
収
入　

　

２
億
９
９
８
３
万
４
７
０
２
円

資
本
的
支
出

　

５
億
２
４
７
３
万
８
７
９
４
円

　
　
☟

差
引　

△
２
億
２
４
９
０
万
４
０
９
２
円

教
育
厚
生 

委
員
会

 

審
査
件
数
７
件

pick up

本
市
が
貸
付
け
を
行
う
災
害
援
護
資
金

に
つ
い
て
、
関
係
法
律
等
が
償
還
金
の

支
払
猶
予
及
び
免
除
対
象
範
囲
が
拡

大
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
こ
の

条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う

pick up

10
月
か
ら

三
会
保
育
園
に
入
所
す
る
３
歳
以

上
の
児
童
の
保
育
料
が
無
料

pick up

10
月
か
ら

保
育
料
の
一
部
と
し
て
支
払
い
を

し
て
い
た
「
副
食
費
」
を
、
施
設

が
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が

で
き
る

上の原浄水場の完成イメージ図
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●
第
62
号　

平
成
30
年
度
島
原
市
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
【
認
定
】

Ｑ
平
成
30
年
度
か
ら
国
保
事
業
が
都
道
府

県
化
と
な
っ
た
が
、
前
年
度
と
の
違
い
は
。

Ａ
都
道
府
県
化
に
伴
い
、
決
算
額
と
し
て

約
12
億
数
千
万
円
が
減
額
。
主
な
要
因
は

高
額
医
療
費
の
共
同
事
業
、
保
険
財
政
共

同
安
定
化
事
業
の
廃
止
、
国
庫
支
出
金
が

県
へ
直
接
入
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

Ｑ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
医
療
費
削
減

の
効
果
は
。

Ａ
平
成
30
年
度
に
お
い
て
数
量
の
シ
ェ
ア

が
76
・
２
％
、
推
計
で
約
２
億
４
１
０
０

万
円
の
効
果
が
上
が
っ
て
い
る
。

●
第
64
号　

平
成
30
年
度
島
原
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

【
認
定
】

Ｑ
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
、
県
内
で

統
一
さ
れ
た
時
期
は
。

Ａ
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
平
成
20
年
度

か
ら
開
始
を
さ
れ
た
が
、
離
島
の
一
部
地

域
に
お
い
て
、
当
初
、
保
険
料
の
違
い
が

あ
っ
た
。
現
在
は
県
内
統
一
で
あ
る
。

●
請
願
第
２
号　

教
職
員
定
数
の
改
善

及
び
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
拡
充

に
係
る
意
見
書
の
採
択
要
請
に
つ
い
て

の
請
願
【
不
採
択
】

Ｑ
教
職
員
は
足
り
な
い
の
か
。

Ａ
現
状
、
臨
時
的
な
教
員
な
ど
で
体
制
は

と
ら
れ
て
い
る
が
、
今
の
う
ち
に
い
ろ
い

ろ
な
制
度
を
強
化
し
、
教
員
を
育
て
て
い

く
体
制
を
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
か
ら
の
教
員
の
こ
と
を
考
え
れ

ば
十
分
で
は
な
く
足
ら
な
い
。
（
紹
介
議

員
答
弁
）

　

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
常
任
委
員

会
を
単
位
と
す
る
各
所
管
の
分
科
会
か
ら

の
審
査
報
告
を
行
い
、
そ
の
後
、
総
括
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

●
第
60
号　

平
成
31
年
度
（
令
和
元
年

度
）
島
原
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
【
可
決
】

　　

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

３
億
２
７
２
４
万
４
千
円
を
追
加
し
、
予

算
の
総
額
を
２
４
２
億
８
９
０
６
万
７
千

円
と
す
る
も
の
。

Ｑ
財
政
調
整
基
金
を
積
み
立
て
た
場
合
の

総
額
は
幾
ら
か
。

Ａ
今
回
の
積
立
金
と
合
わ
せ
て
、
平
成
31

年
度
末
の
現
在
高
の
見
込
み
は
約
７
億
１

０
０
０
万
円
と
な
る
予
定
。

pick up

歳
入
決
算
額　

　

69
億
６
６
４
７
万
８
８
３
４
円

歳
出
決
算
額

　

69
億
４
７
１
２
万
９
１
２
３
円

　
　
☟

繰
越
決
算
額　

　

１
９
３
４
万
９
７
１
１
円

pick up

歳
入
決
算
額　

　

６
億
２
０
０
０
万
２
３
３
１
円

歳
出
決
算
額

　

６
億
５
３
３
万
９
７
４
３
円

　
　
☟

繰
越
決
算
額　

　

１
４
６
６
万
２
５
８
８
円

予
算
審
査
特
別 

委
員
会

 

審
査
件
数
１
件道路整備事業費該当箇所の一部（堀町縦線）

pick up（歳出）

 

財
政
調
整
基
金
積
立
金

　
　
　
　
　
　

１
億
３
５
０
０
万
円

 

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
事
業
費
補　

 

助
金　
　
　

 

３
７
２
０
万
５
千
円 

 

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
実
施
円 

 

滑
化
等
事
業 

１
９
７
２
万
６
千
円 

 

認
可
外
保
育
施
設
等
利
用
給
付
費

 

　
　
　
　
　
　

 

３
５
７
万
６
千
円

 

保
育
所
等
副
食
費
助
成
事
業
費
補

 

助
金 

　
　
　
　
　

１
８
９
０
万
円

 

新
水
産
業
経
営
力
強
化
事
業
補
助

 

金 

　
　
　
　
　
　

１
０
０
０
万
円

 

道
路
整
備
事
業
費　

 

　
　
　
　
　
　
　

 

４
８
５
０
万
円

 

空
き
家
等
対
策
事
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
０
万
円

 

小
中
学
校
屋
外
ト
イ
レ
改
修
事
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

４
７
０
０
万
２
千
円

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
積
立
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

30
万
円

年に１回は

健診 ( 検診 ) を

受けましょう！
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Ｑ
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
事
業
補
助
金
に

つ
い
て
。

Ａ
有
料
老
人
ホ
ー
ム
１
事
業
所
に
対
し
、

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
等
の
設
備
整
備
、
ま

た
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
７
事
業
所
に

対
し
、
緊
急
災
害
用
の
自
家
発
電
設
備
の

整
備
に
つ
い
て
、
全
額
国
の
補
助
を
受
け

て
助
成
を
す
る
。

Ｑ
保
育
所
関
係
経
費
の
財
源
は
。

Ａ
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
導
入
を

す
る
た
め
の
事
務
経
費
で
あ
り
、
国
か

ら
、
全
額
、
子
ど
も
子
育
て
支
援
交
付
金

で
交
付
を
受
け
る
。

Ｑ
認
可
外
保
育
施
設
等
利
用
給
付
費
に
つ

い
て
。

Ａ
認
可
外
保
育
施
設
の
ほ
か
に
、
一
時
預

か
り
、
病
児
保
育
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
等
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
の

中
で
、
保
育
の
必
要
性
が
あ
る
対
象
者
に

対
し
て
補
助
を
す
る
。

Ｑ
保
育
所
等
副
食
費
助
成
事
業
費
補
助
金

に
つ
い
て
。

Ａ
国
が
示
す
副
食
費
４
５
０
０
円
を
対
象

者
と
試
算
し
た
７
０
０
人
に
６
か
月
分
補

助
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
※
）

Ｑ
新
水
産
業
経
営
力
強
化
事
業
に
つ
い
て
。

Ａ
ワ
カ
メ
養
殖
漁
業
者
１
経
営
体
が
策
定

し
た
経
営
計
画
に
基
づ
き
、
所
得
の
向
上

を
図
る
た
め
、
ワ
カ
メ
加
工
の
施
設
整
備

を
行
う
。
補
助
率
は
県
が
３
分
の
１
、
市

が
６
分
の
１
で
あ
る
。

Ｑ
市
道
路
整
備
事
業
に
つ
い
て

Ａ
堀
町
縦
線
測
量
設
計
、
安
中
中
央
道
路

線
門
内
交
差
点
改
良
工
事
の
調
査
設
計
、

浦
田
二
丁
目
急
傾
斜
地
対
策
工
事
、
安
中

中
央
道
路
線
改
良
工
事
、
柿
の
木
町
私
道

整
備
工
事
、
安
中
中
央
道
路
線
の
用
地
費

及
び
補
償
費
で
あ
る
。

Ｑ
現
在
、
危
険
家
屋
は
ど
の
く
ら
い
あ
る

の
か
。

Ａ
８
月
31
日
現
在
で
空
き
家
が
５
２
８

軒
、
そ
の
う
ち
危
険
家
屋
が
47
軒
で
あ

る
。
空
き
家
に
つ
い
て
は
、
市
で
定
期
的

に
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
小
・
中
学
校
施
設
整
備
費
の
工
事
内
容

に
つ
い
て
。

Ａ
男
女
共
用
で
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
小

中
学
校
の
屋
外
ト
イ
レ
を
、
洋
式
化
と
併

せ
て
男
女
別
の
ト
イ
レ
に
改
修
す
る
。

Ｑ
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
積
立
金
の
使
途
に

つ
い
て
。

Ａ
有
馬
ス
ポ
ー
ツ
賞
の
費
用
や
全
国
・
九

州
大
会
等
に
出
場
す
る
た
め
の
補
助
金
と

し
て
活
用
し
て
い
る
。

●
松
坂
昌
應
議
員
に
よ
る
侮
辱
に
対
す

る
処
分
要
求
【
陳
謝
】

●
松
坂
昌
應
議
員
に
対
す
る
懲
罰
動
議

【
陳
謝
】　

Ｑ
懲
罰
動
議
処
分
要
求
が
出
さ
れ
た
理
由

と
経
緯
は
。

Ａ
地
方
自
治
法
第
１
３
３
条
で
議
会
の
会

議
ま
た
は
委
員
会
に
お
い
て
侮
辱
を
受
け

た
議
員
は
こ
れ
を
議
会
に
訴
え
て
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

有
明
の
議
員
、
あ
る
い
は
総
務
委
員
会
が

侮
辱
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
こ
の
ル
ー

ル
に
従
っ
て
や
っ
て
い
る
。

委
員
の
意
見

・
「
や
っ
ぱ
り
密
室
で
や
ろ
う
。
総
務
委

員
会
と
い
う
テ
レ
ビ
放
映
の
な
い
と
こ
ろ

で
決
め
て
し
ま
お
う
み
た
い
な
の
が
見
え

て
仕
方
が
な
い
」
と
の
発
言
に
つ
い
て
、

本
人
は
発
言
の
自
由
の
範
囲
内
だ
と
言
っ

て
い
る
。
委
員
会
室
が
議
場
ほ
ど
公
開
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
密
室
で
あ
る
と

断
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
文

脈
か
ら
侮
辱
を
受
け
る
場
面
が
あ
る
の
か

と
思
う
。

・
委
員
会
で
も
密
室
で
あ
る
と
断
言
し
て

い
る
。
し
か
し
、
委
員
会
で
も
傍
聴
人
は

入
っ
て
お
り
、
現
実
を
見
る
と
密
室
に
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。
市
民
に
誤
解
を
与
え

る
非
常
に
重
い
問
題
で
あ
る
。

・
本
人
は
言
論
の
自
由
の
範
囲
内
で
あ
る

と
言
っ
て
お
り
、
解
釈
の
違
い
で
あ
る
。

言
葉
だ
け
を
取
り
上
げ
て
懲
罰
委
員
会
ま

で
開
か
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
思
う
。

・
言
論
の
自
由
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度

ル
ー
ル
と
範
囲
が
あ
る
。
そ
の
範
囲
を
逸

脱
し
て
市
民
を
困
惑
さ
せ
る
言
葉
が
多
く

出
た
と
思
う
。
各
議
員
、
委
員
会
、
議
会

も
侮
辱
さ
れ
た
気
が
す
る
し
、
懲
罰
を
検

討
す
る
に
値
す
る
事
柄
で
あ
る
。

・
あ
く
ま
で
も
表
現
の
自
由
の
範
囲
と
捉

え
て
お
り
、
科
さ
な
く
て
よ
い
。

・
こ
れ
は
本
会
議
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
放

映
中
の
発
言
で
あ
り
、
聞
い
て
い
る
市
民

の
方
々
が
誤
解
す
る
。
言
論
の
自
由
と
は

い
え
、
品
位
、
内
容
の
正
確
性
と
い
う
部

分
に
つ
い
て
思
慮
が
欠
け
て
お
り
、
何
ら

か
の
処
分
を
お
願
い
し
た
い
。　

　

懲
罰
の
種
類
は
、

①
公
開
の
議
場
に
お
け
る
戒
告

②
公
開
の
議
場
に
お
け
る
陳
謝

③
一
定
期
間
の
出
席
停
止

④
除
名

と
あ
り
ま
す
が
、
審
査
の
結
果
、
両
事
件

と
も
「
②
公
開
の
議
場
に
お
け
る
陳
謝
」

の
懲
罰
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

 

審
査
件
数
２
件

懲
罰
特
別 

委
員
会


